
❶ 令和８年度政策評価・施策評価基本票の要旨

❷ 令和８年度政策評価・施策評価基本票
【閲覧場所】

●県政情報センター（県庁地下１階）
●県政情報コーナー（仙台を除く県合同庁舎内）

●インターネットの県のホームページ
（https://www.pref.miyagi.jp/site/hyoka/r8sei-ikenboshu.html）

●宮城県議会図書館（県議会庁舎）

令和８年

６月10日（水）～７月10日（金）まで

seisakuiken@pref.miyagi.lg.jp
（裏面を利用）

022-211-2493 〒980-8570（住所記載不要）

・意見の概要と意見に対する県の考え方を公表します。
・氏名、住所などの個人情報は公開しません。
・いただいた御意見に個別の回答は行いません。

①氏名（又は法人等の名称） ②住所（又は所在地） ③電子メールアドレス ④電話番号
⑤意見の内容（対象政策・施策及び意見の内容）
⑥県外の方は、宮城県との関係（宮城県へ通勤、通学等）

お問い合わせ 宮城県企画部総合政策課 行政評価班 電話 022（211）2406

（裏面を利用）

あて先 宮城県企画部総合政策課 行政評価班

令和８年度令和８年度

記載事項と意見の取扱い

◆記載事項 ※①,②,⑤,⑥は必ず記入願います。

◆意見の取扱い

（意見の募集期間）

資料の確認は
こちらからも！

※電話による御意見の受付はいたしません。



 

 

 

 

令和８年度政策評価・施策評価への御意見(回答票) 
 

① 氏名又は法人等の名称 

 ※必ず御記入願います。 

 

 

 

② 住所又は所在地 

 ※必ず御記入願います。 

 

 

 

③ 電子メールアドレス 
 

 

④ 電話番号 
 

 

⑤ 意見の内容 

（対象政策・施策名（対象基本

目標名）及び意見の内容、その

他どのようなことでも結構で

す。） 

 ※必ず御記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 県外の方は、宮城県との関

係（宮城県へ通勤、通学等） 

 ※必ず御記入願います。 

 

 

 

 

 

 

○御意見募集期間   令和８年６月１０日(水)から令和８年７月１０日(金)まで 

 

○御意見の提出方法及び提出先 

 （電話による御意見の受付はいたしませんので、あらかじめ御了承願います。） 

   あて先 宮城県企画部総合政策課 行政評価班 

１ 郵 便 〒９８０－８５７０（※住所記載不要） 

   ２ ファクシミリ ０２２（２１１）２４９３ 

   ３ 電子メール seisakuiken@pref.miyagi.lg.jp 

宮城県企画部総合政策課  ファクシミリ番号 ０２２（２１１）２４９３ 

行政評価班 あて 

※ファクシミリで御意見を提出いただく場合、このまま送信ください。 


